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川崎市職員措置請求について（通知） 

 令和２年９月１７日付け川崎市職員措置請求（以下「本件措置請求」という。）に

ついては、次の理由により、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４２条の要件を欠いて不適法であり、これを却下することとしたので、そ

の旨を通知します。 



理 由 

１ 本件措置請求は、請求書によると、市が行っている船舶給水業務について、外国

船に供給した場合、これは輸出取引であるので、外国船が本市に支払う手数料の消

費税が免税され非課税となるにもかかわらず、本市が受託者（給水事業者）に支払

う費用には消費税を含めて支出していることから、この消費税相当分を損害と認定

し、市が受託者に返還することを求めるよう請求しているものと解される。 

２ 本市における船舶給水業務の内容は、給水希望者が本市に船舶への給水申請を行

い、本市が受託者（給水事業者）に給水を希望する船舶に給水するよう指示を出し、

受託者が給水船により給水を希望する船舶に対して給水を行い、給水希望者は本市

に給水量に応じて手数料を納付し、本市は受託者に給水費用を委託料として支払う

というものである。 

３ この際、給水対象が外航船である場合、消費税法（昭和63年法律第108号）及び同

法施行令（昭和63年政令第360号）の規定により、本市と外航船（給水希望者）との

間の契約が輸出取引として免税となりうる。 

しかしながら、本市と受託者との間の船舶給水業務委託契約は、本市の指示に基

づいて受託者である給水事業者が役務を提供し、本市がその役務の対価を受託者に

支払うというもので、本市と受託者との２者間の契約であって、給水対象者が免税

となるか否かとは無関係である。 

したがって、船舶給水業務委託契約は、国内において受託者（給水事業者）が事

業として対価を得て行う取引にほかならず、消費税の課税対象となる取引であると

認められ、船舶給水業務委託に係る支出に違法性、不当性を認めることはできない。 

４ よって、本件措置請求は、法第242条の要件を欠き不適法であるので、合議により

これを却下すべきものと判断した。


